
○港湾管理者である兵庫県は、株式会社ENJOY TRUSTより申請のあった尼崎西宮芦屋港の港湾緑地である尼崎のびのび公園
における港湾環境整備計画の認定を行った。

○認定を受けた株式会社ENJOY TRUSTは、当該緑地の貸付を受け、バーベキュー施設等の収益施設を整備するとともに、釣り
イベント、地元農産物マルシェなど定期的なイベントを開催し、賑わいを創出する。

○また、収益の一部を還元し、ドッグランエリアや遊具等を整備するとともに、緑地の維持管理を実施する。

尼崎西宮芦屋港 尼崎のびのび公園

尼崎西宮芦屋港

尼崎のびのび公園

整備前

【事業概要】
事 業 者：
貸 付 期 間 ：

収 益 施 設 ：

収 益 還 元 ：

株式会社ENJOY TRUST
R8.３～R18.12(約11年間)
バーベキュー施設、
管理棟（売店含む）等
ドッグランエリア、遊具、
パラソル、ベンチ、
緑地の維持管理 等

整備後（イメージ）


